
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
新
産
業
振
興
課
）　

　

一

 
告

示

〇
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準 

（
情
報
政
策
課
）　

　

一

〇
宮
城
県
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
利
用
規
約
を
廃
止
す
る
告
示 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
出
願 

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　

　

二

〇
平
成
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
五
号
（
屋
外
広
告
物
条
例
に
基
づ
く
禁
止
地
域
の

　

指
定
）
の
一
部
改
正 

（
都
市
計
画
課
）　

　

三

〇
都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧
（
四
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 

（
会　

計　

課
）　

　

六

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

六

 
企

業

局

〇
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

　
　

六

 
教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
臨
時
会
の
開
催 

　
　

六

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
一
年
号
外
第
六
二
号
中 

　
　

七

 
規

則

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
一
号

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 　

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
電
子
・
情
報
関
連
機
器
の
項
中

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
八
号

　

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
第
三

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平

成
二
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

な
お
、
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
六
号
（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的
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「

熱
衝
撃
試
験
機　

一
時
間
に
つ
き 

 
四
〇
〇
円

」
を

「

熱
衝
撃
試
験
機　

Ｂ
Ｃ
Ｉ
試
験
機

静
電
気
放
電
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装
置
Ⅱ

車
載
用
伝
導
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
装
置

車
載
用
放
射
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き 

四
〇
〇
円

一
時
間
に
つ
き 

一
、
四
〇
〇
円

一
時
間
に
つ
き 

 
三
〇
〇
円

一
時
間
に
つ
き 

一
、
四
〇
〇
円

一
時
間
に
つ
き 

三
〇
〇
円

」
に
改
め
る
。



基
準
）
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準

一　

知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
手
し
た
様
式
に
入
力
で
き
る
機
能
そ
の
他
知
事
等
が
指
定
し
た
様
式

に
入
力
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二　

知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
九
号

　

宮
城
県
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
利
用
規
約
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

宮
城
県
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
利
用
規
約
を
廃
止
す
る
告
示

　

宮
城
県
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
利
用
規
約
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
宮
城
県
が
運
営
す
る
宮
城
県
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
行
わ
れ
た
申
請
、
届

出
そ
の
他
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

仙
台
シ
ニ
ア
ネ
ッ
ト
ク
ラ
ブ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

井
上　

文
雄

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
ヶ
岡
五
番
地

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
宮
城
県
内
の
シ
ニ
ア
世
代
等
を
対
象
と
し
た
Ｉ
Ｔ
講
習
会
の
実
施

な
ど
、
情
報
化
社
会
の
発
展
を
図
る
活
動
に
よ
っ
て
、
世
代
間
や
地
域
間
の
情
報

交
流
の
促
進
、
生
き
が
い
の
創
出
等
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日 

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
二
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
免
許
出
願
が
あ
っ

た
。

　

な
お
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
願
書
及
び
関
係
図
書
の
縦
覧
は
、
宮
城
県
農
林
水
産
部
水
産
業
基
盤
整

備
課
及
び
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部
で
行
う
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

出
願
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日

二　

出
願
人
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　
�
　

位
置

　
　
　
　

第
三
種
渡
波
漁
港
区
域
内

　

石
巻
市
渡
波
字
祝
田
藤
ヶ
崎
一
番
五
、
同
一
番
三
、
字
佐
須
藤
ヶ
崎
一
番
三
、
同
八
〇
番
地
に
隣
接
す
る
公
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事
業
所
番
号

〇
四
一
五
一
〇
〇
六
二
七

設　

置

者

名

社
会
福
祉
法
人
東
北
福
祉
会

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

変
更
後

せ
ん
だ
ん
の
杜
杜

の
子
ハ
ウ
ス

仙
台
市
青
葉
区
国

見
ヶ
丘
七
丁
目
一

四
一
番
地
九
号

せ
ん
だ
ん
の
杜
杜

の
子
ハ
ウ
ス

仙
台
市
青
葉
区
国

見
ヶ
丘
一
丁
目
六

番
地
十
六
号

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
二
月
一
日



有
水
面

　
　
�
　

区
域

　

次
の
①
の
地
点
か
ら
③
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
③
の
地
点
か
ら
四
五
度
〇
一
分
五
一
秒
三
六
・

三
七
メ
ー
ト
ル
地
点
を
円
心
と
す
る
半
径
三
六
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
円
周
で
③
の
地
点
と
④
の
地
点
と
を
結
ぶ

西
側
の
円
弧
、
④
の
地
点
と
⑬
の
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑬
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
年

の
秋
分
の
日
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
一
・
三
三
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
区
域
。

①
の
地
点　

石
巻
市
渡
波
字
佐
須
藤
ヶ
崎
八
〇
番
地
に
設
置
し
た
基
点
Ⅲ－

１（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
一
・

二
〇
四
五
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
二
分
五
・
八
五
三
八
秒
）
か
ら　

六
二
度
〇
七
分
一
九
秒　

七

一
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら　

二
三
〇
度
四
四
分
二
八
秒　

一
四
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら　

三
一
二
度
三
八
分
二
五
秒　
　

一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら　

三
四
三
度
三
五
分
五
〇
秒　

三
四
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら　
　
　

九
度
四
〇
分
二
四
秒　
　

六
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら　
　
　

八
度
三
一
分
四
〇
秒　

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら　
　
　

六
度
〇
九
分
〇
一
秒　

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら　
　
　

七
度
二
六
分
二
一
秒　

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら　
　
　

七
度
〇
七
分
二
七
秒　

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら　
　
　

六
度
五
三
分
四
二
秒　

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら　

三
三
九
度
四
七
分
一
七
秒　
　

五
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら　
　

四
六
度
〇
三
分
四
二
秒　
　

五
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑬
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら　
　

五
四
度
四
三
分
二
五
秒　

一
〇
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面
積

　
　
　
　

一
、
七
一
三
・
五
一
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　
�
　

位
置

　
　
　
　

第
三
種
渡
波
漁
港
区
域
内

　

石
巻
市
渡
波
字
祝
田
藤
ヶ
崎
一
番
五
、
同
一
番
三
、
字
佐
須
藤
ヶ
崎
一
番
二
、
同
一
番
三
、
同
八
〇
番
地
及

び
同
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　
�
　

区
域

　
　
　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
ケ
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。

ア
の
地
点　

石
巻
市
渡
波
字
佐
須
藤
ヶ
崎
八
〇
番
地
に
設
置
し
た
基
点
Ⅲ－

１（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
一
・

二
〇
四
五
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
二
分
五
・
八
五
三
八
秒
）
か
ら　

七
二
度
二
三
分
〇
三
秒　

四

六
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

イ
の
地
点　

ア
の
地
点
か
ら　

三
一
八
度
五
七
分
〇
八
秒　
　

二
〇
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ウ
の
地
点　

イ
の
地
点
か
ら　

三
四
六
度
二
一
分
四
二
秒　
　

一
六
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

エ
の
地
点　

ウ
の
地
点
か
ら　
　
　

七
度
〇
〇
分
一
六
秒　

一
四
〇
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

オ
の
地
点　

エ
の
地
点
か
ら　
　

九
七
度
二
一
分
一
二
秒　
　

二
五
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

カ
の
地
点　

オ
の
地
点
か
ら　

一
六
九
度
三
七
分
三
一
秒　
　
　

九
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

キ
の
地
点　

カ
の
地
点
か
ら　

一
八
七
度
四
五
分
二
三
秒　

一
〇
四
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ク
の
地
点　

キ
の
地
点
か
ら　

一
七
七
度
五
〇
分
五
七
秒　
　

一
一
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ケ
の
地
点　

ク
の
地
点
か
ら　

一
五
六
度
五
九
分
四
一
秒　
　

二
六
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面
積

　
　
　
　

四
、
七
七
三
・
〇
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

文
化
施
設
用
地

五　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
十
八
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
三
号

　

平
成
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
五
号
（
屋
外
広
告
物
条
例
に
基
づ
く
禁
止
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

一
２
の
表
中

め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
及
び
松
島
観
光
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

（3）　 平成22年１月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2127号　　 

「

東
北
横
断
自
動

車
道
酒
田
線

全
線
（
パ
ー
キ
ン

グ
エ
リ
ア
の
区
域

を
除
く
。）

」
を

「

東
北
横
断
自
動

車
道
酒
田
線

常
磐
自
動
車
道

全
線
（
パ
ー
キ
ン

グ
エ
リ
ア
の
区
域

を
除
く
。）

山
元
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
か
ら
亘
理

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
ま
で

」
に
改



項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
及
び
松
島
観
光
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路　

一
・
四
・
四
号　

松
島
幹
線

　
　
　
　
　
　

松
島
観
光
都
市
計
画
道
路　

一
・
四
・
一
号　

松
島
幹
線

　
　
　
　
　
　

松
島
観
光
都
市
計
画
道
路　

一
・
三
・
二
号　

松
島
幹
線

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

利
府
町　

赤
沼
字
放
森
、
同
字
明
ヶ
沢
、
同
字
脇
ノ
田
、
同
字
砂
押
、
同
字
横
海
道
、
同
字
向
田
、
同
字
樽
田
、

同
字
宮
下
、
同
字
谷
地
、
春
日
字
大
沢
、
同
字
小
橋
元
、
同
字
硯
沢
、
同
字
二
ツ
石
、
同
字
黄
金
井
、

同
字
袖
沢
及
び
同
字
山
下
の
各
一
部

松
島
町　

桜
渡
戸
字
高
清
水
、
同
字
附
子
ヶ
沢
、
同
字
檀
山
、
同
字
向
田
、
同
字
浜
井
場
、
同
字
三
反
田
、
同
字

中
島
、
同
字
上
境
田
、
同
字
麦
田
、
同
字
鶴
巻
、
同
字
真
言
、
初
原
字
樋
渡
、
同
字
欠
田
、
同
字
中
田
、

同
字
山
下
、
同
字
原
、
同
字
日
当
、
同
字
黒
ヶ
沢
、
同
字
金
井
神
、
同
字
的
場
、
同
字
宮
下
、
同
字
宮

ノ
入
、
同
字
松
本
、
高
城
字
反
町
一
、
同
字
反
町
二
、
同
字
三
居
山
一
、
根
廻
字
根
崎
山
神
、
同
字
音

無
、
同
字
桐
田
、
同
字
田
中
、
同
字
泥
、
同
字
人
筈
、
同
字
萱
刈
、
同
字
長
佐
野
、
同
字
前
沢
、
同
字

平
山
、
手
樽
字
左
坂
、
北
小
泉
字
十
文
字
山
及
び
同
字
十
文
字
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
利
府
町
役
場
（
企
画
課
）
及
び
松
島
町
役
場
（
企
画
調
整
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
石
巻
広
域
都
市
計
画
及
び
松
島
観
光
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
及
び
松
島
観
光
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路　

一
・
三
・
一
号　

石
巻
幹
線

　
　
　
　
　
　

松
島
観
光
都
市
計
画
道
路　

一
・
三
・
二
号　

松
島
幹
線

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

石
巻
市　
　

あ
け
ぼ
の
二
丁
目
、
あ
け
ぼ
の
三
丁
目
、
蛇
田
字
新
沼
田
、
同
字
新
金
沼
、
同
字
福
村
南
、
同
字
新

下
堀
、
同
字
福
村
北
、
同
字
西
道
下
、
同
字
東
道
上
、
同
字
新
沼
向
前
、
同
字
新
沼
向
後
、
同
字
〆

切
、
同
字
新
〆
切
、
鹿
又
字
嘉
右
衛
門
、
同
字
曽
波
神
前
、
同
字
曽
波
神
本
屋
敷
、
同
字
八
反
待
井
、

同
字
川
原
、
同
字
草
刈
道
、
同
字
金
山
前
、
同
字
二
間
堀
、
同
字
大
巻
下
、
同
字
伊
勢
前
、
同
字
天

王
前
及
び
同
字
石
合
の
各
一
部

東
松
島
市　

上
下
堤
字
入
沢
、
同
字
冠
木
、
同
字
荻
窪
、
同
字
上
北
谷
地
、
同
字
下
北
谷
地
、
同
字
北
、
同
字
南
、

同
字
下
南
谷
地
、
西
福
田
字
仮
又
沢
、
川
下
字
関
田
、
同
字
品
金
沢
、
同
字
南
、
同
字
横
手
場
、
同

字
茗
荷
沢
、
同
字
内
響
、
同
字
山
田
、
新
田
字
風
張
、
同
字
小
僧
田
、
同
字
殿
沢
、
同
字
目
打
、
高

松
字
寺
前
、
同
字
川
子
沢
、
同
字
西
風
、
根
古
字
後
田
、
大
塩
字
逆
川
、
同
字
中
沢
、
同
字
旗
沢
、

同
字
表
、
小
松
字
上
二
間
堀
、
同
字
明
神
下
、
同
字
中
江
下
、
同
字
沢
田
前
、
同
字
梅
堀
、
同
字
柳

田
、
同
字
伊
勢
浦
、
同
字
後
埣
、
大
曲
字
前
田
、
同
字
前
畑
、
同
字
権
右
エ
門
下
、
同
字
倉
田
、
赤

井
字
川
前
二
、
同
字
川
前
三
、
同
字
川
前
四
番
、
同
字
川
前
五
番
、
同
字
関
の
内
四
号
、
同
字
新
南

及
び
同
字
南
三
の
各
一
部

松
島
町　
　

北
小
泉
字
鴻
ノ
巣
及
び
同
字
蛇
穴
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
石
巻
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
）、
東
松
島
市
役
所
（
建
設
部
建
設
課
）

及
び
松
島
町
役
場
（
企
画
調
整
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
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〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
雄
勝
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

雄
勝
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
五
・
一
号　

雄
勝
中
央
線

　
　
　
　
　
　

三
・
六
・
二
号　

船
戸
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

都
市
計
画
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
小
渕
、
同
字
味
噌
作
、
同
字
寺
、
同
字
船
戸
神
明
、
雄
勝
町
伊
勢
畑
一
丁
目
、
雄
勝
町
下

雄
勝
二
丁
目
、
雄
勝
町
下
雄
勝
三
丁
目
、
雄
勝
町
上
雄
勝
二
丁
目
及
び
雄
勝
町
上
雄
勝
三
丁
目
の
各
一
部

四　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
）

五　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
ま
で

六　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
牡
鹿
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

牡
鹿
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
五
・
一
号　

鮎
川
中
央
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

都
市
計
画
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　

石
巻
市
鮎
川
浜
湊
川
、
鮎
川
浜
北
、
鮎
川
浜
南
、
鮎
川
大
町
及
び
鮎
川
浜
丁
の
各
一
部

四　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
）

五　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
ま
で

六　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
八
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

岩
沼
市
朝
日
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
三
十
一
号

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
を
退
任
し
た
者

　
　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　
　

大　

友　

幸　

男　
　

岩
沼
市
朝
日
二
丁
目
三
番
七
号

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
九
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

組
合
の
名
称

　
　

岩
沼
市
朝
日
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
三
十
一
号

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　
　

大　

友　

孝　

幸　
　

岩
沼
市
朝
日
二
丁
目
三
番
七
号

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

名
取
市
下
増
田
臨
空
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

名
取
市
下
増
田
字
大
橋
本
二
百
二
十
九
番
一

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
十
六
年
一
月
十
五
日

四　

変
更
の
内
容

　
　

保
留
地

　
　

（
変
更
前
）
第
九
条
第
一
項　

そ
の
土
地
を
保
留
地
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

（
変
更
後
）
第
九
条
第
一
項　

そ
の
土
地
を
保
留
地
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
保
留
地
を
集
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
用
地
と
す
る
場
合
は
、
理
事
会
の
決
定
に
よ
り
、
そ
の
土
地
を
無
償
で
譲
渡
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。

五　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
一
号

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
百
九

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
三
号
の
表
株
式
会
社
山
形
銀
行
の
項
中
「
県
内
」
を
「
国
内
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　

企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

幸　
　

男　
　
　

　
　
　

企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
条
中
「
又
は
時
効
」
を
「
、
時
効
等
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

第2127号　平成22年１月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

多
賀
城
市
新
田
字
新
後
五
番
一
番
及
び
六
番
一

　

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

　
　
　
　
　

株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン



　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
臨
時
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
二
年
二
月
三
日　

午
後
二
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

宮
城
県
教
育
振
興
基
本
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

　

２　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

１　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話　

〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
一
年
号
外
第
六
二
号
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
付
け
）
中
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ペ
ー
ジ

二

段下

行一
四

正

管
理
規
程

　
　
　
　
　
　
　

誤

規
則


